
高知県災害関連山地災害危険地区対策事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第１条～第１７条 【略】

附 則
１ この要綱は、平成元年４月１日から施行し、平成元年度事業から適用す
る。
２ この要綱は、平成７年４月１日から施行し、平成７年度事業から適用す
る。
３ この要綱は、平成９年４月１日から施行し、平成９年度事業から適用す
る。
附 則
１ この要綱は、平成１８年６月９日から施行し、平成１８年度事業から適
用する。
２ この要綱は、平成２２年１１月９日から施行し、平成２２年度事業から
適用する。
３ この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度事業から適
用する。
４ この要綱は、令和３年６月１日から施行し、令和３年度事業から適用す
る。
５ この要綱は、令和６年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この
要綱に基づき交付された補助金については、第８条及び第１６条の規定
は、同日以降もなお効力を有する。
附 則
１ この要綱は、令和６年６月１日から施行する。

第１条～第１７条 【略】

附 則
【追加】この要綱は、平成元年４月１日から施行し、平成元年度事業から適

用する。
【追加】この要綱は、平成７年４月１日から施行し、平成７年度事業から適

用する。
【追加】この要綱は、平成９年４月１日から施行し、平成９年度事業から適

用する。
附 則
【追加】この要綱は、平成１８年６月９日から施行し、平成１８年度事業か

ら適用する。
【追加】この要綱は、平成２２年１１月９日から施行し、平成２２年度事業

から適用する。
【追加】この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度事業か

ら適用する。
【追加】この要綱は、令和３年６月１日から施行し、令和３年度事業から適

用する。
【追加】この要綱は、令和６年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、

この要綱に基づき交付された補助金については、第８条及び第１６条
の規定は、同日以降もなお効力を有する。

【追加】
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２ この要綱は、令和９年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この
要綱に基づき交付された補助金については、第８条及び第１６条の規定
は、同日以降もなお効力を有する。


